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平成１９年度普通交付税及び地方特例交付金決定額等について 

 

 

Ⅰ 普通交付税 

 

１．普通交付税決定額（全国） 

（単位：億円、％） 

区  分 平成１９年度 平成１8年度（当初算定） 対前年度伸率 

道 府 県 分 ８０，６０３ ８４，５２５ △４．６

市 町 村 分 ６２，３００ ６５，００２ △４．２

合 計 １４２，９０３ １４９，５２７ △４．４

 

＜参考＞ 交付基準額                                      （単位：億円、％） 

区  分 平成１９年度 平成１８年度 対前年度伸率 

道 府 県 分 ８０，９１５ ８４，９７４ △４．８

市 町 村 分 ６２，５９９ ６５，４３４ △４．３

合 計 １４３，５１４ １５０，４０８ △４．６

    ※交付団体ベース 

（注）交付基準額と普通交付税決定額との差は調整額である。 



２．本県分 

（１）交付決定額 

県    分     2,220億3,797万5千円 

市町村分     1,717億1,205万4千円 

（２）対前年度比較 

    ア  県分の交付決定額は、前年度に比べ 50億1,898万4千円（△2.2％）の減となった。 

    イ  市町村分の交付決定額は、前年度に比べ 28億7,033万5千円（1.7％）の増となった。 

      （青森市の中核市移行による影響分を差し引くと、2億6,298万8千円（0.2％）の増となる。 

市町村別決定額は別紙１のとおり。） 

       六ヶ所村は平成８年度から、東通村は平成１８年度から引き続き不交付団体となっている。 

（単位：千円、％） 

区 分 平成１９年度 平成１8年度（当初算定） 差引増減 伸率 

県 分 ２２２，０３７，９７５ ２２７，０５６，９５９ △５，０１８，９８４ △２．２

市町村分 １７１，７１２，０５４ １６８，８４１，７１９ ２，８７０，３３５ １．７

合 計 ３９３，７５０，０２９ ３９５，８９８，６７８ △２，１４８，６４９ △０．５

なお、普通交付税決定額に臨時財政対策債の発行可能額を加えた額（交付団体ベース）は、県

分が2,422億4,734万円、市町村分が 1,870億3,619万1千円で、前年度に比しそれぞれ2.9％（71億      

5,024万円）の減、0.7％（13億425万1千円）の増となっている。（近年の交付額の推移は別紙２のとお

り）  

  ＜参考＞ 交付基準額                                             （単位：千円、％） 

区 分 平成１９年度 平成１８年度 差引増減 伸率 

県 分 ２２２，６０４，８３５ ２２７，８７８，７５２ △５，２７３，９１７ △２．３

市町村分 １７２，２２１，７７５ １６９，５６５，１４６ ２，６５６，６２９ １．６

合 計 ３９４，８２６，６１０ ３９７，４４３，８９８ △２，６１７，２８８ △０．７

   ※交付団体ベース。なお、交付基準額と普通交付税決定額との差は調整額である。 

 

３．頑張る地方応援プログラム（平成１９年度創設） 

（１）頑張る地方応援プログラムに基づく算定の概要 

      「魅力ある地方」を目指して前向きに取組み、行政改革の実績を示す指標や製造品出荷額な

どの成果指標が全国標準以上に向上した地方公共団体に対して、その程度に応じて基準財政

需要額の割増算定を行う。成果指標の算定に当たっては、条件不利地域の状況を反映する。 



 （２）頑張る地方応援プログラムに基づく算定額 

「都道府県分」                                        （単位：百万円） 

算定額 
成果指標 割増対象経費 

全国 本県 

歳出削減の取組に要する経費 １０，０００ ２９９歳 出 

削減率 地域振興関係経費 ６，０００ ３５６
行革の実績  

を示す指標 
徴収率 徴税強化の取組に要する経費 ２，０００ ２４

 小     計 １８，０００ ６７９

農業産出額 農業振興関係経費 ６，０００ ６３６

小売業年間商品販売額 観光振興関係経費、商業振興関係経費 ７，０００ ０

製造品出荷額 産業振興関係経費 ４，０００ ３９

合      計 ３５，０００ １，３５４

 

「市町村分」（市町村別算定額は別紙３のとおり）                   （単位：百万円） 

算定額 
成果指標 割増対象経費 

全国 本県 

歳出削減の取組に要する経費 ２７，０００ ４８０

地域振興関係経費 ７５，０００ ３，３４０
歳 出 

削減率 
 うち条件不利地域の更なる割増 ３４，０００ １，９９０

行革の実績 

を示す指標 

徴収率 徴税強化の取組に要する経費 ７，０００ ５５

 小     計 １０９，０００ ３，８７５

出生率 少子化対策経費 １２，０００ ７８

ごみ処理量 廃棄物の減量化対策・分別収集経費 １１，０００ １５２

農業産出額 農業振興関係経費 ９，０００ ９１３

小売業年間商品販売額 観光振興関係経費、商業振興関係経費 １１，０００ １１６

製造品出荷額 地域振興関係経費 ８，０００ ７４

事業所数 地域振興関係経費 ９，０００ １０７

若年者就業率 地域振興関係経費 １０，０００ ９０

転入者人口 地域振興関係経費 ９，０００ ２８

合      計 １８７，０００ ５，４３３

※全国の数値は１０億円未満四捨五入のため、個別の算定額の計と合計は一致しない。 

不交付団体を含む。 



４．簡素な新しい基準による算定（新型交付税）（平成１９年度創設） 

（１）簡素な新しい基準による算定（新型交付税）の概要 

       算定方法の抜本的な簡素化を図り、交付税の予見可能性を高める観点から、「包括算定経費

（新型）」として、人口と面積を基本とした簡素な算定方法を導入。 

       地方公共団体の財政運営に支障が生じないように変動額を最小限にとどめるよう制度を設計。 

① 国の基準付けがない、あるいは弱い行政分野（基準財政需要額の１割程度）の算定について

導入 

② 人口規模や宅地、田畑等土地の利用形態による行政コスト差を反映 

③ 算定項目の統合により「個別算定経費（従来型）」の項目数を３割削減 

④ 離島、過疎など真に配慮が必要な地方公共団体に対応する仕組みを確保（「地域振興費」の

創設） 

 

（２）包括算定経費（新型）の算定額（全国） 

                                                                  （単位：億円） 

区  分 道府県分 市 町 村 分 合  計 

包括算定経費  

（新型） 
１６，１６０ ３３，８４０ ５０，０００

                                                          ↑  

                      基準財政需要額（公債費除き）４１兆円の約１割（１２％） 

 

（３）本県分 

                                                                  （単位：千円） 

区  分 県  分 市 町 村 分 合  計 

包括算定経費  

（新型） 
３０，０２２，６０２ ５０，４９６，２００ ８０，５１８，８０２

     ※不交付団体を含む。                                        ↑            

                    基準財政需要額（公債費除き）６，００１億円の約１割（１３％） 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 臨時財政対策債発行可能額 

 

１．臨時財政対策債の概要 

地方財源の不足に対処するため、平成１９年度から平成２１年度の間、地方財政法第５条の特例とし

て発行されるもの（平成１３年度から平成１８年度までにおいても同様に発行）。 

なお、その元利償還金については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入される。 

 

２．臨時財政対策債発行可能額の算出方法 

発行可能額を算定するために地方交付税法に定められた［単価］に［各地方公共団体の人口］及び

［補正係数］を乗じて算出。 

 

３．臨時財政対策債発行可能額（全国） 

                                                               （単位：億円、％） 

区  分 平成１９年度 平成１８年度 対前年度伸率 

都道府県分 １３，１５０ １４，５３６ △９．５

市 町 村 分 １３，１５０ １４，５３６ △９．５

合 計 ２６，３００ ２９，０７２ △９．５

※端数処理の結果、単純合計と合計欄の数値とは一致しない箇所がある。 

不交付団体を含む。  

 

４．本県分 

県   分  ２０２億  ９３６万５千円 

市町村分  １５６億７，３５７万９千円（市町村別発行可能額は別紙４のとおり） 

                                                            （単位：千円、％） 

区 分 平成１９年度 平成１８年度 差引増減 伸率 

県 分 ２０，２０９，３６５ ２２，３４０，６２１ △２，１３１，２５６ △９．５

市町村分 １５，６７３，５７９ １７，２７５，３９９ △１，６０１，８２０ △９．３

合 計 ３５，８８２，９４４ ３９，６１６，０２０ △３，７３３，０７６ △９．４

※不交付団体を含む。 



Ⅲ 地方特例交付金・特別交付金 

 

１．地方特例交付金・特別交付金の概要 

【地方特例交付金】 

  平成１８年度及び平成１９年度における児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するた

めに交付するものであり、各地方公共団体の児童手当の支給対象となる小学校４年生から６年生まで

の児童の数及び児童手当引き上げ対象児童数（児童手当の支給対象となる３歳未満の児童のうち第

１子及び第２子の数）を基礎として算定するもの。 

 

【特別交付金】（平成１９年度創設） 

恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんする減税補てん特例交付金が平成１８年度をも

って廃止されることに伴う経過措置として交付するものであり、各地方公共団体の減収見込額を基礎と

して算定するもの。 

 

２．地方特例交付金・特別交付金交付決定額（全国）                     （単位：億円、％）               

区  分 平成１９年度 平成１８年度 対前年度伸率

都道府県 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

１，７８３

５６０

１，２２３

－

２，８０９

３５２

－

２，４５７

△３６．５

５９．１

皆 増

皆 減

市 町 村 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

１，３３７

５６０

７７７

－

５，３５１

３５２

－

４，９９９

△７５．０

５９．１

皆 増

皆 減

合   計 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

３，１２０

１，１２０

２，０００

－

８，１６０

７０４

－

７，４５６

△６１．８

５９．１

皆 増

皆 減

    ※平成１８年度の地方特例交付金の額は児童手当特例交付金の額である。 

 

 

 

 



３．本県分 

県   分   地方特例交付金：  6 億 4,333 万 1 千円 

         特別交付金：      2 億 5,109 万円 

市町村分   地方特例交付金：  6 億 4,466 万 7 千円 （市町村別決定額は別紙５のとおり） 

特別交付金：      3 億 3,541 万 1 千円 （市町村別決定額は別紙６のとおり） 

 

（単位：千円、％） 

区  分 平成１９年度 平成１８年度 対前年度伸率

都道府県 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

８９４，４２１

６４３，３３１

２５１，０９０

－

６０９，８４９

４１７，５１５

－

１９２，３３４

４６．７

５４．１

皆 増

皆 減

市 町 村 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

９８０，０７８

６４４，６６７

３３５，４１１

－

３，２２６，２６１

４１６，７３４

－

２，８０９，５２７

△６９．６

５４．７

皆 増

皆 減

合   計 

うち地方特例交付金 

うち特別交付金 

うち減税補てん特例交付金 

１，８７４，４９９

１，２８７，９９８

５８６，５０１

－

３，８３６，１１０

８３４，２４９

－

３，００１，８６１

△５１．１

５４．４

皆 増

皆 減

    ※平成１８年度の地方特例交付金の額は児童手当特例交付金の額である。 

 


